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の
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の
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北
朝
詞
臣
は
大
だ
名
分
を
解
せ
す
（
＝
二
）
看
閲
御
記
の
雄
大
無
涵
の
御
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刀

（
五
）
後
屈
昧
詑
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刊
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八
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懐
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史
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の
能
（
盛
す
所
に
非
る
を
以
て
、
荘
に
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に
項
を
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つ
て
柳
か
評
論
せ
ん
こ
す
、
淡
學
非
オ
素
よ
り

或
は
公
の
本
領
を
捉
ふ
る
能
は
ざ
る
乎
を
慮
る
、
雖
然
、
至
滅
考
究
庶
幾
く
は
其
一
班
を
窺
ふ
に
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ら
ん
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、
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の
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ラ
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続
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レ
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乎
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諧
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一

）

君
子
幸
に
叱
放
を
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む
葵
れ
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忠
の
定
義
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附
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の
奉
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上
の
自
覺

言
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目

合
四
）
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降
論
者
℃
反
到
玲
者
附
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比
較
誇
評
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く
に
も
正
成
の
遺
訓
成
涙
を
催
す
事
而
已
多
き
、

一
八

ぷ
べ
し
、
然
れ
北
〈
藤
房
卵
は
公
卿
な
れ
ば
政
の
背
け
る
を
見
て
身
セ
隠
し
玉
へ
り
、
武
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に
し
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は
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か
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る
ぺ
し
、
村
の
非
を
知
る
な
ら
は
死
を
早
く
す
べ
き
也
、
能
＜
其
時
を
知
る
に
在
り
、

ご
言
送
れ
り
彼
を
見
此
を
聞

正
レ
國
安
-
>
入
、

夫
、
忠
之
常
逍
者
、
在
レ
乎
―
-
a
笠
身
、
正
＞
色
、
直
レ
辞
、
君
有
レ
非
諫
レ
之
、
臨
レ
難
死
ー
レ
節
，
雖
ッ
然
未
＞
可
畠
叩
玉
じ
〗
―
ー
大
臣
家
宰

之
任
↓
何
也
占
日
、
用
五
心
秘
佑
人
之
所
一
一
ら
本
一
見
聞
↓
面
謀
、
蓮
滸
，
粉
骨
砕
身
、
扶
レ
君
面
防
-

l

後
患
↓
惜
レ
命
而
不
i
-
l

軽

0

0

3

J

 

死
-

i

子
ー
レ
節
、
以
獲
l

i

最
後
之
勝
「
是
之
謂
忌
ェ
忠
↓
古
人
日
｀
至
忠
無
レ
跡
、
是
之
謂
也
、

荀
子
子
逍
篇
、
従
レ
逍
不
レ
従
レ
君
、
従
レ
義
不
レ
順
レ
ハ
冬
人
之
大
行
他
、
萬
乗
之
國
有
二
手
臣
七
人
↓
則
封
彊
不
レ
削
、
（
中
界
）

異
朝
に
は
孝
子
忠
臣
の
開
へ
敷
を
知
ら
す
、

さ
れ
共
文
に
心
を
寄
せ
す
し
て
之
を
知
る
事
難
し
、
今
扶
桑
戦
國
マ
J

な

b
て
貴
賤
安
に
隙
あ
ら
ざ
れ
ば
之
セ
學
ぷ
こ
マ
」
難
か
る
べ
し
‘

大
楠
公
迫
害
に
日
，
【
太
田
逍
激
著
（
吾
宿
草
）
一
ノ
一
】

至
忠
、
大
行
、
以
て
君
父
に
什
ふ
る
の
要
諦
マ
」
露
す
、

父
有
奇
子
ネ
ふ
虹
無
殿
↓

高
井
薗
山
拳
一
酌
鄭
女
注
釦
ザ
之
日
、

H
本
も
上
古
に
は
孝
子
も
忠
臣
も
あ

b
こ
そ
し
つ
ら

め
、
近
き
代
に
其
人
を
森
は
ゞ
親
に
孝
を
な
さ
ん
に
は
小
松
殿
を
學
ぶ
べ
し
、
君
に
忠
を
な
す
こ
マ
は
は
藤
房
卿
セ
學



（
村
の
非
を
知
る
な
ら
ば
死
を
早
く
す
べ
き
に
や
能
く
其
時
を
細
る
に
あ
b
)
君
の
非
逍
に
陥
b
諫
言
を
用
ひ
ざ
れ
ば

唯
一
死
を
以
て
諫
む
べ
し
、
但
其
死
時
を
誤
る
べ
か
ら
す
こ
諭
し
給
へ

b‘

其
死
諫
果
し
て
主
の
改
悟
を
全
か
ら
し
む

る
乎
否
ご
、
其
時
機
の
宜
し
き
を
得
た
る
乎
否
を
洞
観
す
べ
き
也
、
要
之
其
死
を
し
て
意
義
あ
ら
し
む
べ
し
＜
J

の
趣
意

に
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な
ら
ざ
る
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山
帝
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し
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へ
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反
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謀
の
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伐
を
試
み
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ひ
御
在
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に
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社
認
聾
謬
輝
謬
琵
郊
証
1
麟
環
）
に
し
て
後
編
山
帝
へ
御
譲
位
ぁ
b
、
乃
、
恐
多
く
も
武
晰

政
策
破
れ
て
文
化
政
策
勝
を
制
し
た
る
を
物
語
る
も
の
批
、
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し
て
公
の
所
謂
北
降
は
正
平
廿
四
年
た
り
し
也
、
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後

應
安
二
年
紐
穏
一
、
二
年
文
巾
一
、
二
年
の
間
雨
政
策
内
紅
甚
し
き
の
時
た
り
、
乃
、
公
は
呼
国
時
決
し
て
死
す
べ
き
時

に
あ
ら
す
、
延
に
後
帝
の
御
意
を
合
み
て
策
動
し
、
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本
謀
を
し
て
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全
に
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成
せ
し
む
べ
く
況
謀
楷
蓮
正
國
安
民
に
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む
べ
苔
な
り
、
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既
に
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に
就
く
の
後
マ
J

雖
、
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和
條
目
の
皇
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延
立
、
父
子
の
濶
、
の
大
眼
目
は
、
徹
底
し
た
る

点
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こ
し
て
其
功
籟
顕
然
た
る
所
以
な
り
、
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に
後
編
山
帝
御
即
位
、
長
慶
帝
御
退
隠
の
現
象
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行
在
廟
議
の
講
和

に
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た
る
の
的
證
ご
し
て
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軍
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的
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、
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若
く
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約
は
、
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譲
事
前
に
在
り
こ
す
る
も
廟
議
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懸

離
れ
た
る
無
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の
策
動
に
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ら
す
し
て
頗
る
相
近
似
し
た
る
、
朋
又
、
類
推
首
打
さ
る
べ
き
行
動
マ
J

し
て
事
後
に
公
の

大
楠
公
の
諸
子
へ
の
逍
言
の
第
一
義
は
（
決
し
て
足
利
家
に
降
参
す
る
事
勿
れ
）
の
一
言
は
恐
く
は
諸
子
の
肺
肝
に
徹
し

た
る
な
ら
ん
、
乃
、
公
は
同
盟
的
態
度
を
以
て
雨
朝
の
平
和
を
企
闘
し
た
る
も
の
に
し
て
降
巷
の
跡
一
も
認
む
る
に
足

意
を
付
度
し
て
寛
骰
さ
る
べ
き
を
至
霜
こ
す
、
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る
無
き
耳
な
ら
す
、
自
稲
（
降
奏
嘗
方
）
の
文
字
は
白
々
し
き
誇
張
文
字
ご
し
て
信
す
る
に
足
る
も
の
無
し
、

抑
、
大
小
楠
公
忠
勇
義
烈
の
跡
に
就
て
は
事
歴
簡
短
、
一
二
尺
の
率
里
子
ご
雖
猶
能
＜
之
を
知
る
、
而
る
に
獨
り
公
の
行
跡

に
至
て
は
自
慨
世
相
極
め
険
悲
、
加
之
士
氣
向
背
不
レ
常
故
に
公
の
之
に
應
す
る
瓢
々
協
々
一
定
の
方
針
無
き
が
如
く
、

而
も
時
に
戦
機
の
乗
す
べ
き
あ
れ
ば
迅
宙
風
登
敵
脆
を
寒
か
ら
し
め
以
て
行
在
の
貨
力
を
示
し
、
温
顔
虞
女
の
如
く
に

し
て
而
も
疾
＂
心
脱
兎
の
如
く
、
流
石
議
代
戦
士
の
忠
思
は
他
諸
侯
の
そ
れ
マ

J

大
に
其
趣
セ
異
に
し
行
在
の
滸
屏
ご
し
て

陰
然
其
勢
力
を
扶
植
せ
し
む
る
に
至
れ
り
、
其
機
襲

H
出
漸
く
に
し
て
大
局
面
-
ぜ
糊
塗
し
末
b
し
も
、
行
在
廷
議
の
諸

府
に
封
す
る
吝
術
的
待
遇
ぐ
J

足
利
氏
の
将
士
を
愛
誰
す
る
の
度
極
め
て
重
厚
な
る
ご
に
よ
り
て
大
勢
早
く
既
に
北
風
の

蕩
揺
す
る
所
マ
J

総
り
、
時
事

H
に
非
に
し
て
天
下
の
事
亦
意
の
如
く
な
ら
す
、
途
に
降
将
の
汚
名
を
被
む
る
に
至
れ
り
、

夫
れ
一
世
の
榮
辱
其
轄
き
事
塵
の
如
し
、
故
に
其
汚
辱
未
だ
必
し
も
汚
辱
こ
す
る
に
足
ら
す
、
其
榮
界
未
だ
必
す
し
も

榮
殿
尽
す
る
に
足
ら
す
、
唯
一
片
軟
々
の
心
能
（
千
載
の
定
評
を
確
か
む
る
に
足
ら
ん
、
試
み
に
行
在
に
於
け
る
公
の

藩
鎮
の
位
骰
マ
J

し
て
請
和
、
攻
伐
、
雨
黛
の
凌
礫
の
跡
を
静
観
せ
ば
、
蓋
し
思
ひ
半
に
過
ぐ
る
も
の
あ
ら
ん
、
其
能
く
宗

廟
を
既
に
倒
れ
ん
'
y
J

す
る
に
支
へ
、
皇
統
を
膳
さ
に
絶
へ
な
ん
A
r
J

す
る
に
枇
が
ん
マ
J

す
る
の
赤
誠
大
に
見
る
べ
き
も
の
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あ
り
、
嗚
呼
萬
古
不
レ
晦
者
は
心
批
哉
、
千
古
不
レ
朽
者
は
行
也
哉
、

（
二
）
北
朝
史
家
は
大
義
名
分
を
解
せ
ず

拙
堂
先
生
の
南
山
巡
狩
録
の
序
日
、
（
南
山
不
骰
史
筆
忠
臣
義
士
の
跡
痛
殆
湮
滅
）
、
而
し
て
北
朝
詞
臣
あ
り
、

で
公
1
1

但
府
軍
家



の
照
使
に
任
す
る
面
已
、
已
に
将
軍
の
願
使
に
任
す
其
尊
王
心
無
き
亦
宜
也
、
而

L
て
其
大
義
名
分
を
論
す
る
の
資
格

無
き
因
よ
り
其
所
の
み
、

（
一
）
梅
松
論
、
明
穏
記
、
應
永
記
、
永
享
記
、
は
皆
将
軍
の
邸
を
（
御
所
）
9

(

花
御
所
）
、
（
大
御
所
）
、
（
出
向
）
を
（
御

成
）
蹄
邸
を
（
逗
御
）
マ
J

僣
梢
し
て
平
然
た
り
頼
山
陽
先
生
は

H
本
政
記
に
（
足
利
氏
乗
レ
勢
制
二
天
下

m堕
稲
御
所
＿

（
二
）
義
滴
入
逍
道
宥
マ
J

稲
す
、
猜
且
高
位
高
官
に
懸
々
た
り
、
某
公
家
私
か
に
其
法
盟
に
し
て
俗
官
に
着
す
る
を
歎
き

て
（
末
世
y
J

祉
は
な
り
に
け
り
）
＜
J

の
不
平
を
漏
し
て
之
が
諷
諫
の
途
を
も
請
せ
ざ
り
し
事
、

を
勅
會
に
淮
す
る
の
御
沙
汰
セ
強
要
し
本

b
、
又
義
嗣
元
服
の
式
を
消
凍
殿
に
て
施
行
し

（
四
）
義
滴
死
し
て
太
上
大
泉
の
尊
琥
を
下
賜
せ
ら
る
、
而
も
畠
山
基
國
、
細
川
頼
元
、
諌
め
て
秤
僻
せ

b
こ
あ
る
も
、

金
閣
寺
の
成
牌
に
は
太
上
天
皇
ご
あ
b
、
史
家
の
曲
筆
は
免
が
れ
す
、
況
ん
や
尊
懺
下
賜
は
（
公
澤
懇
望
し
て
訊

奏
ぁ
b

し
か
ば
朝
廷
も
不
得
止
官
下
•
あ
り
し
云
々
）
（
釦
豆
謬
只
町
認
嗣
直
）

（
五
）
征
夷
大
将
軍
源
義
誦
に
て
こ
そ
あ
れ
、
明
UJ
世
に
至
て
爵
を
乞
ひ

H
本
國
王
の
印
を
受
け
た
り
、
外
國
に
臣
ご
稲

す
る
其
身
許
b
の
罪
に
あ
ら
す
、
末
代
迄
も
吾
邦
の
恥
辱
也
、
皿
立
大
閣
の
明
の
封
冊
セ
裂
き
た
る
此
雪
寃
の
方
法

准
せ
し
め
た
る
事
、

親
王
御
元
服
の
例
に

（
三
）
義
滴
叡
山
延
肝
寺
根
本
中
堂
に
堡
籠
の
際
、
其
瀾
蒲
を
上
皇
御
幸
に
淮
す
る
の
御
沙
汰
を
、
又
相
國
寺
の
齊
會

蔑
親
懇
央
室
町
氏
不
臣
之
罪
不
レ
阿
許
云
々
）

一
入
四



思
想
を
究
め
、
正
邪
曲
直
府
た
何
れ
に
就
て
之
を
乱
す
も
の
ぞ
、

捕
へ
ら
れ
刑
官
の
手
に
死
す
蓋
し
積
悪
の
報
な
り
、
云
々

足
利
家
の
詞
臣
は
如
上
の
不
忠
不
臣
の
行
動
に
獣
々
こ
し
て
規
諫
の
道
を
講
せ
ざ
る
は
勿
論
、
其
不
臣
の
行
為
の
み
に

て
も
取
止
め
し
む
る
の
県
に
出
で
ざ
る
は
、

一
八
五

其
尊
王
心
の
麻
痺
の
程
度
殆
ん
ざ
想
像
の
外
な
り
ご
謂
ふ
べ
く
、
夫
の
有

東
大
寺
大
極
蔵
主
雲
泉
の
著
に
・
し
て
自
長
緑
一
1

一
年
正
月
至
應
仁
二
年
十
二
月
の
十
）
記
事
の
一
節
に
日
、

名
な
る
（
碧
山
H
録
）
（
年
間
の
貢
録
に
・
し
て
穂
羹
翌
公
校
閲
［
森
原
急
展
此
序
冬
在
執
筆
き
る
も
の

（
六
）
寛
正
元
年
三
月
廿
八
H
南
朝
将
軍
孫
楠
某
其
黛
ご
謀
反
し
事
覺
れ
て
下
獄
、
此
H
六
條
碩
に
て
首
を
斬
ら
る
、
楠

氏
昔
兵
馬
の
権
を
握
り
人
の
背
を
斬
る
幾
萬
な
る
を
畑
ら
す
、
就
中
多
く
無
寧
の
民
を
殺
す
、
故
に
其
逍
棄
官
に

其
楠
氏
の
敵
封
行
為
の
由
末
の
一
端
を
も
明
記
せ
す
し
て
宛
然
一
胤
民
こ
し
て
筆
誅
せ
し
貼
は
、
将
軍
に
到
し
一
意
阿

附
諮
曲
到
ら
ざ
る
無
き
の
反
面
に
は
、
楠
氏
を
貶
し
て
一
般
民
衆
を
愚
に
す
る
の
態
、
倫
理
戚
念
の
顛
倒
錯
飢
驚
く
に

堪
へ
た
り
、
嗚
呼
室
町
史
家
の
識
諌
詭
随
の
醜
悟
寧
ら
憐
む
べ
き
も
の
あ
り
、
後
世
の
史
家
将
た
何
れ
に
従
ふ
て
時
代

（
七
）
藤
原
兼
良
の
爛
白
太
政
大
臣
の
順
職
に
在
b
乍
ら
義
最
将
軍
の
依
頼
に
よ
り
て
公
事
根
原
を
執
筆
し
其
脱
稿
の
際

奥
書
に
（
依
1

細
柳
螢
御
所
望
太
r

レ
披
見
一
紙
貴
進
了
）
マ
J

自
負
し
な
が
ら
、
何
く
ん
ぞ
知
ら
ん
、
其
賓
は
普
光
院

良
甚
公
の
原
著
な
る
年
中
行
事
歌
合
奥
書
な
ら
ん
こ
は
、
而
し
て
公
は
唯
之
を
抄
書
し
て
其
題
琥
の
み
を
延
め
て

之
を
自
己
の
著
マ
J

し
て
府
軍
家
に
贈
り
た
る
も
の
、
其
虚
名
を
博
す
る
の
巧
一
笑
に
値
ひ
す
べ
し
．
（
群
害
一
覧
和

に
似
た
り
、

(
H
本
正
語
考
）



看
間
御
記
の
雄
大
無
邊
の
御
筆
力
（
績
群
書
類
従
入
六
九
巻
）

し
遊
し
た
る
乎
を
透
見
す
べ
し
、

3

0

3

 

害
部
二
、
三
十
三
枚
裏
）
又
御
所
望
の
書
方
聰
か
敬
意
篤
き
に
過
ぐ
公
は
「
御
即
位
仮
名
抄
」
に
は
（
依
ー
ー
僧
宗
祗

所
望
1

馳
筆
了
）
マ
J

あ

b‘

此
例
に
よ
り
て
御
の
一
字
削
除
せ
ば
可
な
り
Q

令
八
）
先
之
士
岐
頼
遠
後
光
厳
院
の
車
駕
を
侵
す
、
罪
死
に
嘗
す
、
破
戒
僧
夢
窓
國
師
勿
追
馳
せ
て
直
義
の
邸
に
詣
り
免

罪
を
乞
ふ
頻
b
也
、
麻
義
故
ら
に
夢
窓
に
向
ひ
宥
罪
を
装
ひ
乍
ら
頼
遠
を
召
し
直
に
之
を
雁
に
虞
し
た
り
、

直
義
の
晰
大
に
可
也
、
而
し
て
破
戒
僧
の
而
目
を
泥
士
に
委
し
た
る
更
に
痛
快
を
覺
う
、
常
時
諄
王
心
の
如
何
に
節
磨

（
九
）
（
天
地
根
元
歴
代
闘
）
に
窪
正
元
年
二
月
大
地
震
國
々
多
兵
革
、
旱
魃
、
大
風
、
洪
水
、
飢
饉
、
人
畜
多
餓
死
、
面

義
政
耽
i

i

其
重
職
二
小
紐
天
下
飢
饉
、
朝
暮
造
殿
厳
宮
徒
費
民
力
、
後
花
園
天
皇
賜
一
詩
子
義
政
、
日
、
「
残
民
〔
手
採

首
陽
蕨
、
虞
々
閉
麻
鎖
竹
扉
、
詩
興
吟
酸
春
二
月
、
滴
城
紅
緑
為
誰
肥
」
、
義
政
邦
i

i

御
詩
面
叩
時
止
二
工
事
ー
、
云

（三）

正
長
二
年
九
月
十
八
H
、
雨
下
、

0

3

0

 

楠
木
（
僧
儒
也
）
光
正
五
郎
左
衛
門
尉
被
召
捕
上
洛
、
此
間
南
部
に
忍
居
是
室
町
御
下
向
捻
伺
申
、
云
々
筒
井
捐
取

高
名
也
、
総
天
下
珍
重
也
、

0

0

3

3

 

先
H
被
召
捕
楠
木
、
今
夕
於
六
條
碩
被
創
首
、
侍
所
赤
松
、
所
司
代
六
七
百
人
取
園
斬
之
飼
旺
其
盟
尋
常
喜
斬
先
召
ニ

硯
紙
ん
げ
頌
、

一
八
六



附
け
て
も

不
末
不
去
両
真
空
、
萬
物
乾
坤
皆
一
同
、
即
是
甚
深
無
二
法
、
秋
霜
三
尺
斬
西
風

我
の
み
か
た
か
秋
の
憔
も
す
へ
の
餡
も
こ
の
し
つ
く
の
か
A

る
た
め
し
そ
、

夢
の
う
ち
に
宮
こ
の
秋
の
は
て
は
み
つ
こ
A

ろ
は
西
に
あ

b
明
の
月

此
詩
歌
郁
々
章
を
成
す
、
而
し
て
紳
色
楊
々
視
死
如
蹄
も
の
宛
然

H
賭
す
る
が
如
し
、
畏
く
も

永
享
元
年
九
月
廿
三

n楠
木
五
郎
左
衛
門
尉
光
正
常
泉
0

)

3

0

0

 

() 
(
)
0
0
 0
 
0
 
0
 

見
物
人
川
原
充
滴
、
南
都
よ
り
御
使
立
急
可
斬
之
由
被
仰
、
其
形
僧
也
頌
歌
等
天
下
美
談
批
楠
木
首
四
塚
被
懸
云
々

至
諄
其
佛
盟
也
マ
J

反

覆
被
レ
露
レ
在
佛
身
に
凡
セ
作
む
こ
こ
の
無
惹
也
マ
ビ
の
、
御
思
召
こ
、
頌
歌
等
天
下
の
美
談
批
ご
御
讃
歎
被
為
在
御
心
情

の
最
こ
も
優
美
し
く
、
且
、
御
大
腑
に
も
謀
反
人
へ
御
同
情
あ
ら
せ
ら
れ
し
御
言
明
の
如
何
に
雄
大
な
る
乎
を
邦
す
る

上
に
於
て
、
極
め
て
美
妙
な
る
春
秋
の
筆
法
の
畏
き
極
み
さ
讃
へ
奉
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
也
、
此
御
筆
意
を
邦
し
奉
る
に

北
朝
偏
安
の
御
思
想
杯
は
毛
頭
伺
は
れ
す
一
視
同
仁
の
御
徳
も
て
光
正
の
能
く
に
も
臣
節
を
全
ふ
し
最
こ

も
尋
常
に
死
に
就
き
た
る
を
設
芙
被
レ
捻
レ
在
、
光
正
た
る
者
抑
死
し
て
餘
榮
あ
り
マ
J

社
申
す
べ
け
れ
、
光
正
は
正
儀
公

の
孫
y
」
し
て
曾
て
後
饂

ll天
皇
に
仕
へ
奉
b
て
右
衛
門
尉
こ
ま
で
な
り
し
人
に
て
、
文
筆
も
い
こ
立
派
な
れ
ば
平
生
の

素
養
も
左
も
あ
b
な
ん
、
其
歌
の
第
二
首
の
意
味
は
正
し
く
大
死
一
番
の
撹
の
執
念
た
る
義
敢
の
頭
上
に
降
b
か
A

る

な
か
月
や
す
ゑ
野
の
原
の
背
ャ
の
う
へ
に
身
の
よ
そ
な
ら
で
き
ゆ
る
露
哉

幸
哉
、
依
小
人
虚
詐
成
大
謀
、
高
欅
珍
重
云
々
、

一
入
七



賓
一
心
耳
、
（
秦
山
集
）

（
末
の
露
）
は
、
延
享
元
己
酉
九
月
廿
四
日
よ
b
同
十
二
年
（
庚
申
）
セ
経
て
次
年
嘉
吉
元
年
（
辛
酉
）
六
月
廿
四
H
間
、

0

0

 

乃
、
光
正
就
刑
後
正
嘗
十
一
二
回
忌
の
命
H
た
る
廿
四
日
に
赤
松
滴
肺
の
二
醗
の
横
禍
は
、
青
山
延
壽
の
長
歌
（
前
略
）

「
従
容
赴
炭
泉
、
長
歌
何
烈
激
、
君
死
有
岬
痰
、
仮
手
老
鬼
鍼
、
鵜
利
舞
未
関
、
孤
剣
己
横
臆
」
に
該
常
す
る
所
以
に

し
て
蔽
肺
の
利
凡
一
閃
身
首
悠
異
レ
所
の
快
學
は
、
登
に
先
天
積
悲
の
應
報
の
噌
ふ
可
ら
ざ
る
に
非
す
乎
、
南
北
朝
併
立

至
尊
の
民
を
憐
み
賜
ふ
御
心
は
何
等
岸
薄
無
き
宜
例
は
如
左
、

吉
野
固
偽
二
正
統
今
大
、
北
朝
亦
口
肺
之
孫
、
非
1

一
他
統
↓
而
其
雨
立
出
5

於
一
ー
武
家
之
私
↓
非
i

i

帝
王
之
本
心
「
則
典
l

―異

國
之
本
統
偽
統
太
’
レ
可
ー
ー
牽
論
面
3

會
後
太
平
記
記
載
、
北
帝
御
出
家
之
後
入
二
吉
野
丑
翌
黙
木
御
所
↓
南
帝
相
遇
語
ニ

國
事
互
濡
レ
袂
、
北
帝
出
御
滋
政
群
芸
南
帝
送
之
門
↓
是
千
古
奇
異
之
談
．
二
帝
無
己
一
心
五
邸
レ
此
、
雖
レ
ロ
雨
朝
I

（
未
完
）

は
武
家
の
私
曲
に
原
因
し
双
方

了
八
八


